
神戸市立医療センター中央市民病院

◆各種施設基準

【施設基準一覧 （基本・特掲 ）】.pdf

◆食事療養 入院時食事療養費（Ⅰ）

管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。（朝食:7：30～･昼食12:00～･夕食:18時～）

入院時食事療養費（Ⅰ）（１食につき）６９０円

　特別食加算　　　　 　 （１食につき）  ７６円

 患者一部負担金(標準)  （１食につき）５１０円 (非課税の方は減額されますのでお尋ねください)

◆「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の

 算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。

　なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点を御理解いただき、ご本人

 以外が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申

 し出下さい。

◆保険外併用療養費（税込）

（選定療養）医科　病院の初診（文書による紹介なし）　　　　　　　　　　　　　　　 ７，０００円

再診（医師が他院を紹介した後においても当院を受診した場合）３，０００円

歯科　病院の初診（文書による紹介なし）　　　　　　　　　　　　　　　 ５，０００円

　　再診（医師が他院を紹介した後においても当院を受診した場合）１，９００円

・特別療養環境の提供

【特別の療養環境の提供】.pdf

◆その他自費徴収に関わる事項（税込）

文書料 自動車損害賠償保障法の適用を受ける証明書 ／ 自賠責診療報酬明細書 　５，５００円

(１通につき) 諸証明 (医師判断必要) ／ 妊娠証明、出産証明 他 　３，３００円

諸証明 (医師判断不要) ／ 医療費領収証明 　２，２００円

診断書 (保険会社等に提出するもの)／保険会社(入院･手術)証明､年金､身体障害者 他 　５，５００円

※労災関連の診断書は非課税 ／ 障害補償診断書 他 　５，０００円(非課税)

診断書 (上記以外) ／ 特定疾患(臨床調査個人票)、受診証明 他 　３，３００円

（基礎係数：1.0718，機能評価係数Ⅰ：0.3745，機能評価係数Ⅱ：0.1190，救急補正係数：0.0327）

なお、各病棟での看護職員の時間帯毎の配置は各病棟に掲示しています。

厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は保険医療機関として、近畿厚生局への下記の施設基準等の届出を行っています。

◆入院基本料

【 一般病棟入院基本料（急性期一般入院料１） 】1日に入院患者7人に対して1人以上の看護職員、

【 精神病棟入院基本 】1日に入院患者10人に対して1人以上の看護職員をそれぞれ配置しています。

◆ＤＰＣ（診断群分類包括評価）ＤＰＣ特定病院群　⇒　令和7年度医療機関別係数：1.598

https://chuo.kcho.jp/media2/about/standard/standard_02.pdf?20260428
https://chuo.kcho.jp/media2/about/standard/standard_03.pdf?20260428


　４，４００円

セカンドオピニオン料 【対　面】１人１時間以内につき ２２，０００円

【対　面】以降、30分毎 　４，６００円

【オンライン】１人１時間以内につき ３３，０００円

【オンライン】以降、30分毎 　４，６００円

エンゼルケアセット 　３，０００円

  下顎固定器具 　１，８１５円

診察券の再発行 　　　１１０円

レントゲンフィルムコピー代 （ＣＤ－Ｒ） 　　　１００円(非課税)

診療録開示コピー代 （Ａ４サイズ １枚）（片面につき） 　　　　１０円(非課税)

（カラ―コピー 1枚）（片面につき） 　　　１００円(非課税)

レターパックライト 　　　４３０円(非課税)

病衣貸与（手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。）

　　病院で病衣をお貸ししています。  （1日につき) 　　　２２０円

上記の他、分娩入院及び新生児にかかる費用、妊婦健診等、健康診断、予防接種、歯科インプラントは、自費徴収となります。

  ※詳しくは【保険外負担一覧】の料金表をご参照ください。

【保険外負担一覧】.pdf

◆施設基準等の規定によるウエブサイト掲載事項

・医療情報取得加算

　当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して

 診療を行います。

・医療ＤＸ推進体制加算

  当院では質の高い医療を実施するため、以下のとおり医療ＤＸ推進の体制をとっております。 

 　□ オンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報や特定健診情報等を診察室等で医師が閲覧・活用できる体制を整備して

　  　います。

 　□ マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。

 　□ 電子処方箋の発行などの医療ＤＸにかかる取り組みを実施しています。

・地域歯科診療支援病院歯科初診料、歯科外来診療医療安全対策加算２

　当院では歯科医療に係る医療安全対策及び感染防止対策について、下記の通り取り組んでいます。

 　□ 歯科外来診療における医療安全対策及び感染防止対策の研修を定期的に受講し、診療にかかる医療安全対策、感染防止対策

 　　 を行っています。また偶発症発生により緊急を要する場合は、必要に応じ当院救命救急センターにおいて円滑に対応できる

 　　 体制を確保しています。

 　□ 安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置しています。 

　    設置機器等：自動体外式除細動器、ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ、酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ及び酸素ﾏｽｸ、血圧計、救急蘇生ｾｯﾄ、歯科用吸引装置

 　□ 当院では院内感染防止対策として、ハンドピース等の医療器材は患者毎に交換し、中央滅菌材料室で 洗浄・滅菌を行って

　    おり、常に清潔な医療器材を供給できる体制を整えています。

・ハイリスク分娩管理加算

 １年間の分娩件数（令和６年１月～令和６年１２月）⇒　５６８件

 産婦人科医師数 ⇒　２０名 　助産師数 ⇒　４７名

医師面談料

https://chuo.kcho.jp/media2/about/standard/standard_04.pdf?20260428


・後発医薬品使用体制加算

　当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用推進について、下記の通り取り組んでいます。

 　□ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）について、厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、後発医薬品の 使用に積極的に

　    取り組んでいます。

 　□ 後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安全供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な

　    製品を採用しております。

 　□ 医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しており、状況に応じて

　    患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。

・院内トリアージ実施料

　当院では救急外来を受診された患者さんに対してトリアージを行っています。 このため、場合によっては診療の順番が前後する

 ことがありますが、ご理解をお願いいたします。

  ※トリアージとは、より早期に治療を要する患者さんを優先して診療するために、治療前に専門知識を有した医師又は看護師が

　  患者さんの状態や症状をうかがい、緊急度重症度を判断する方法です。

・外来腫瘍化学療法診療料１

　当院では外来腫瘍化学療法診療料１について下記の通り取り組んでいます。

 　□ 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時１人以上配置され、本診療科を算定している患者から電話等による 緊急の相談 

　  　等に２４時間対応できる連絡先体制が整備されています。

 　□ 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されて います。 

 　□ 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、 承認する委員会を開催しています。 

・一般名処方に関する事項

　当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方（一

 般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合で

 あっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

　一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

  　 ※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足の

     　お薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

・早期診療体制充実加算に関する事項

　当院は以下の対応を行っております。

 　□ 相談内容に応じたケースマネジメントを行っております。

 　□ 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っております。

 　□ 介護保険に係る相談を行っております。

 　□ 当院に通院する患者さまについて、相談支援専門員及び介護支援専門員からの相談に対応しております。

 　□ 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っております。

 　□ 精神科病院等に入院していた患者さまの退院後支援を行っております。

 　□ 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っております。

 　□ 健康相談・予防接種に係る相談を行っております。

 　□ 可能な限りの向精神薬の多剤投与・大量投与・長期処方を控えております。

◆厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について

【厚生労働大臣が定める手術の実績について】　.pdf

https://chuo.kcho.jp/media2/about/standard/standard_05.pdf?20250902

